
福島県肝炎対策基本計画（案）に関する県民意見の募集要領 

 

１ 募集の趣旨 

県では、肝炎ウイルス検査体制の推進を始め、肝炎医療費の助成、肝炎治療の体

制整備、患者等支援、肝炎に関する正しい知識の普及・啓発など、各種対策の充実

に取り組んでおります。 

本計画は、肝炎患者等を早期に発見し、肝炎患者等が安心して治療を受けられる

社会を構築するため、「肝炎対策基本法（平成 21 年法律第 97 号）」及び国の「肝炎

対策の推進に関する基本的な指針（令和 5 年 3 月 7 日厚生労働省告示第 612 号）」を

踏まえ、本県が取り組むべきＢ型肝炎及びＣ型肝炎に係る対策の方向性を示すもの

として、策定するものです。 

この「福島県肝炎対策基本計画」の策定にあたりまして、県民の皆様から広く御

意見をいただくため、「県民意見募集（パブリック・コメント）」を実施いたします。  

                               

２ 募集期間 

  令和５年１２月２７日（水）から令和６年１月２６日（金）まで（必着） 

  ※「郵送」の場合には、令和６年１月２６日（金）の消印有効。 

 

３ 応募資格 

（１） 福島県内に在住、または通勤、通学している個人及び福島県内に事業所・事

務所を有する団体 

（２） 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により県外に避難され

ている方 

 

４ 資料の入手方法 

  福島県保健福祉部感染症対策課のホームページからダウンロードをしていただく

か、次の（１）～（３）の各窓口で入手することができます。 

 【配布窓口】 

（１） 福島県感染症対策課（県庁西庁舎６階） 

（２） 県政情報センター（県庁西庁舎１階） 

（３） 福島県各地方振興局（県北地方振興局を除く）の県政情報コーナー  

  なお、郵送により資料を請求される場合は、１４０円切手を貼った返信用封筒

（角２型）を同封し、下記「６ 意見の提出先及び問い合わせ先」までお送りく

ださい。 

 

５ 意見の提出方法 



  「県民意見提出書」の形式により、住所、氏名及び電話番号を記入の上、郵便、

ＦＡＸ又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。  

  ※意見提出書の様式は、福島県保健福祉部感染症対策課のホームページからダウ

ンロードできます。 

 

６ 意見の提出先及び問い合わせ先 

〒９６０－８６７０ 福島県福島市杉妻町２－１６  

福島県 保健福祉部 感染症対策課 

電 話 番 号：０２４－５２１－７２３８ 

ＦＡＸ番号：０２４－５２１－８６５９ 

電子メール：kansen@pref.fukushima.lg.jp 

電子メールの場合は、件名を「福島県肝炎対策基本計画（案）に関する意見」

としてください。 

 

７ 提出いただいた御意見の取扱い 

（１）御意見は、「福島県肝炎対策基本計画」の改定にあたっての参考にさせていた

だきます。 

（２）福島県情報公開条例に基づく公文書開示請求がなされた場合、個人の氏名、

住所及び電話番号を除き、御意見の概要等が開示される場合もあります。また

提出いただいた御意見は、住所、氏名等の個人情報を除き、ご意見に対する県

の考え方とあわせて、県のホームページで公表いたしますので、あらかじめ御

承知おきください。 

（３）提出いただいた書類等は返却いたしません。 

（４）電話や匿名での御意見の提出は受け付けませんので、御注意願います 。 

（５）御意見に対する個別の回答はいたしませんので、御承知おきください。 


